
▼
年
齢
要
件
　

平
成
2
年
7
月
12
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人

▼
住
所
要
件
　

平
成
22
年
３
月
23
日
ま
で

に
大
村
市
に
転
入
の
届
け
出
を
し
て
、引
き

続
き
居
住
し
て
い
る
人

▽
転
入
し
て
３
か
月
た
っ
て
い
な
い
人

　

平
成
22
年
３
月
24
日
以
降
、大
村
市
へ
転

入
し
て
き
た
人
は
、基
準
日（
６
月
23
日
）ま

で
３
か
月
た
っ
て
い
な
い
た
め
、前
住
所
地
で

投
票
す
る
か
、前
住
所
地
の
選
挙
管
理
委
員

会
に
投
票
用
紙
を
請
求
し
て
、大
村
市
で
不

在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。こ
の
場
合
、前
住
所

地
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
す（
４
か
月
で
抹
消
さ
れ
ま
す
）。

▽
転
出
す
る（
し
た
）人

　

平
成
22
年
３
月
11
日
以
降
、市
外
へ
転
出

す
る（
し
た
）人
は
、３
か
月
た
た
な
い
と
新
し

い
住
所
地
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、大
村
市
で
投
票
す
る
か
、大
村
市
選

挙
管
理
委
員
会
へ
投
票
用
紙
を
請
求
し
て
、

転
出
先
で
不
在
者
投
票
も
で
き
ま
す
。こ
の

場
合
、大
村
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

投
票
で
き
る
人

　

身
体
の
障
害
や
文
盲
な
ど
の
た
め
、投
票

用
紙
に
候
補
者
の
氏
名
を
書
く
こ
と
が
困
難

な
人
は
、投
票
事
務
従
事
者
が
本
人
に
代

わ
っ
て
行
う「
代
理
投
票
」が
利
用
で
き
ま
す

の
で
、投
票
所
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。ま
た
、

点
字
投
票
を
利
用
す
る
人
も
、投
票
所
で
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

代
理
投
票
・
点
字
投
票

投
票
所
入
場
券
に
つ
い
て

　

市
内
の
次
の
病
院
や
施
設
に
入
院（
所
）し

て
い
る
人
は
、病
院（
施
設
）で
不
在
者
投
票

が
で
き
ま
す
。希
望
す
る
人
は
早
め
に
病
院

（
施
設
）へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

▽
病
院
　

長
崎
医
療
セ
ン
タ
ー
、市
立
大
村

市
民
病
院
、県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
、大
村

共
立
病
院
、貞
松
病
院
、南
野
内
科
病
院

▽
老
人
ホ
ー
ム
　

慈
恵
荘
、泉
の
里
、箕
望

荘
、サ
ン
ラ
イ
フ
、ベ
イ
サ
イ
ド
大
村
、湧
泉
荘

▽
そ
の
他
　

三
彩
の
里
、大
村
パ
ー
ルハ
イ
ム

指
定
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム

で
の
不
在
者
投
票

▼
郵
便
投
票
が
で
き
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
、次
に
該

当
す
る
人

・
両
下
肢
・
体
幹
・
移
動
機
能
障
害
の
１
級

ま
た
は
２
級
の
人

・心
臓・じ
ん
臓・呼
吸
器・ぼ
う
こ
う・直
腸・

小
腸
障
害
の
１
級
ま
た
は
３
級
の
人

・免
疫・肝
臓
障
害
の
１
級
か
ら
３
級
ま
で
の
人

②
戦
傷
病
者
手
帳
を
お
持
ち
で
、次
に
該
当

す
る
人

・
両
下
肢
・
体
幹
障
害
の
特
別
項
症
か
ら
第

２
項
症
ま
で
の
人

・心
臓・じ
ん
臓・呼
吸
器・ぼ
う
こ
う・直
腸・

小
腸
・
肝
臓
障
害
の
特
別
項
症
か
ら
第
３

項
症
ま
で
の
人

③
介
護
保
険
法
第
７
条
第
３
項
に
規
定
す
る

要
介
護
者
で
、同
法
第
12
条
第
３
項
の
被

保
険
者
証
の
要
介
護
区
分
が「
５
」の
人

④
そ
の
ほ
か
、知
事
が
書
面
で
証
明
し
た
人

▼
郵
便
投
票
の
手
続
き
方
法

　

あ
ら
か
じ
め
選
挙
管
理
委
員
会
で
郵
便
投

票
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。有

重
度
の
身
体
障
害
者
の
人

は
郵
便
投
票
の
ご
利
用
を

　

投
票
日
に
次
の
よ
う
な
理
由
で
投
票
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、期
日
前
・
不
在
者
投

票
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

①
仕
事
な
ど
の
予
定

②
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
で
投
票
区
の
区
域
外
に
い
る

予
定

③
出
産
や
病
気
な
ど
で
歩
行
困
難

④
他
の
市
町
へ
転
出

※
土・日
も
投
票
で
き
ま
す
。

※
印
か
ん
は
不
要（
入
場
券
が
届
い
て
い
れ
ば

　

ご
持
参
く
だ
さ
い
）

期
日
前
投
票・不
在
者
投
票

と　き　6月25日貊～7月10日貍
            午前8時30分～午後8時

ところ　市選挙管理委員会事務局
　　　　（市役所別館1階）

期日前投票・不在者投票

7月11日㈰  午後9時10分～
シーハットおおむら（メインアリーナ）

開　票

投票日

７ 午前7時～午後8時月 日

効
期
間
が
過
ぎ
て
い
る
人
は
、早
め
に
交
付

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、郵
便
に
よ
る
投
票
を
希
望
す
る
人

は
、投
票
用
紙
な
ど
の
請
求
書
と
郵
便
投
票

証
明
書
を
添
付
し
、投
票
日
の
４
日
前
ま
で

に
選
挙
管
理
委
員
会
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
郵
便
投
票
の
代
理
投
票

　

自
分
で
文
字
を
書
く
こ
と
が
困
難
な
人

は
、代
理
投
票
で
き
ま
す
。詳
し
く
は
、選
挙

管
理
委
員
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

船
員
の「
選
挙
人
名
簿
登

録
証
明
書
」の
交
付
を
受

け
て
い
る
人
へ

　

投
票
の
際
に
は
入
場
券
と一
緒
に
必
ず「
選

挙
人
名
簿
登
録
証
明
書
」を
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。提
示
が
な
い
場
合
、投
票
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、紛
失
し
た
場
合
は
、早
め
に
選
挙
管

理
委
員
会
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
投
票
所
入
場
券
は・・・

　

6
月
24
日
頃
郵
送
し
ま
す
。な
お
、６
月

中
旬
以
降
に
市
内
で
転
居
し
た
人
は
、選
挙

人
名
簿
の
移
し
替
え
が
で
き
ま
せ
ん
。入
場

券
に
記
載
さ
れ
た
投
票
所
を
よ
く
確
か
め
て

お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
投
票
所
入
場
券
を
な
く
し
た
ら・・・

　

選
挙
当
日
、ご
自
分
の
投
票
区
の
投
票
所

で
係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。そ
の
場
で
入

場
券
を
再
発
行
し
、す
ぐ
に
投
票
で
き
ま
す
。

（
投
票
所
入
場
券
裏
面
）

期日前投票をされる人へ

大事な
投票

忘れ
ずに！

「
あ
な
た
の
一
票
大
切
に
」

第
22
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

第
22
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

あなたの一票大切に・・・

参議院議員通常選挙
あなたの一票大切に・・・

参議院議員通常選挙

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

選
挙
関
係
の

お
問
い
合
わ
せ
は…

蕁
炒
４
１
１
１（
内
線
３
４
０
）

7月11日（日）は、参議院議員通常選挙の投票日です。
投票日に仕事のある人や投票区外に出かける人等は、期日前投票等ができます。
下記の欄に記入（自署）して期日前投票所にお持ちください。

氏　名 男・女 生年月日 明治・大正・昭和・平成　　年　　月　　日

【宣誓書】私は選挙当日、下記の事由に該当する見込みであり、真実に相違ないことを誓います。

◎選挙期日までに、候補者に次のような事情が生じた場合には、当該候補者への投票は無効となります。
　なお、再度投票することはできません。

●期日前投票の期間：6月25日（金）～7月10日（土）までの16日間
●受付時間：午前8時30分から午後8時まで　　●場所：市役所別館 1階

次の１～５のいずれかに○を付し、さらに、それぞれの枠内のあてはまるものに○を付してください。
ア．仕事　　イ．学業　　ウ．地域行事の役員
エ．本人又は親族の冠婚葬祭　オ．その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　 ）

１

2

3
5

（仕事等）

（外出等）

に従事

1以外の用事又は事故のため、
に外出・旅行・滞在ア．本市以外　イ．本市内 （　　　　　 　　　　　　　　　　　　）

ア．疾病・負傷・出産・身体障害等のため歩行困難　イ．刑事施設等に収容
ア．住所移転のため、本市以外に居住中　　イ．（　　　　　）市町村に転出予定（　　月　　日）

該
当
す
る
箇
所
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

大村　太郎 22　７　11

　期日前投票をされる人は、投票所入場券裏面の「宣誓書」の記入提出が必要です。あ
らかじめ記入（自署）してご持参いただくと、投票所で記入の手間がなくなります。なお、身
体の障害などのため書くことが困難な人は、投票所でお申し出ください。

宣
誓
書
記
載
例

11 日
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▼
年
齢
要
件
　

平
成
2
年
7
月
12
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人

▼
住
所
要
件
　

平
成
22
年
３
月
23
日
ま
で

に
大
村
市
に
転
入
の
届
け
出
を
し
て
、引
き

続
き
居
住
し
て
い
る
人

▽
転
入
し
て
３
か
月
た
っ
て
い
な
い
人

　

平
成
22
年
３
月
24
日
以
降
、大
村
市
へ
転

入
し
て
き
た
人
は
、基
準
日（
６
月
23
日
）ま

で
３
か
月
た
っ
て
い
な
い
た
め
、前
住
所
地
で

投
票
す
る
か
、前
住
所
地
の
選
挙
管
理
委
員

会
に
投
票
用
紙
を
請
求
し
て
、大
村
市
で
不

在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。こ
の
場
合
、前
住
所

地
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
す（
４
か
月
で
抹
消
さ
れ
ま
す
）。

▽
転
出
す
る（
し
た
）人

　

平
成
22
年
３
月
11
日
以
降
、市
外
へ
転
出

す
る（
し
た
）人
は
、３
か
月
た
た
な
い
と
新
し

い
住
所
地
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、大
村
市
で
投
票
す
る
か
、大
村
市
選

挙
管
理
委
員
会
へ
投
票
用
紙
を
請
求
し
て
、

転
出
先
で
不
在
者
投
票
も
で
き
ま
す
。こ
の

場
合
、大
村
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

投
票
で
き
る
人

　

身
体
の
障
害
や
文
盲
な
ど
の
た
め
、投
票

用
紙
に
候
補
者
の
氏
名
を
書
く
こ
と
が
困
難

な
人
は
、投
票
事
務
従
事
者
が
本
人
に
代

わ
っ
て
行
う「
代
理
投
票
」が
利
用
で
き
ま
す

の
で
、投
票
所
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。ま
た
、

点
字
投
票
を
利
用
す
る
人
も
、投
票
所
で
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

代
理
投
票
・
点
字
投
票

投
票
所
入
場
券
に
つ
い
て

　

市
内
の
次
の
病
院
や
施
設
に
入
院（
所
）し

て
い
る
人
は
、病
院（
施
設
）で
不
在
者
投
票

が
で
き
ま
す
。希
望
す
る
人
は
早
め
に
病
院

（
施
設
）へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

▽
病
院
　

長
崎
医
療
セ
ン
タ
ー
、市
立
大
村

市
民
病
院
、県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
、大
村

共
立
病
院
、貞
松
病
院
、南
野
内
科
病
院

▽
老
人
ホ
ー
ム
　

慈
恵
荘
、泉
の
里
、箕
望

荘
、サ
ン
ラ
イ
フ
、ベ
イ
サ
イ
ド
大
村
、湧
泉
荘

▽
そ
の
他
　

三
彩
の
里
、大
村
パ
ー
ルハ
イ
ム

指
定
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム

で
の
不
在
者
投
票

▼
郵
便
投
票
が
で
き
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
、次
に
該

当
す
る
人

・
両
下
肢
・
体
幹
・
移
動
機
能
障
害
の
１
級

ま
た
は
２
級
の
人

・心
臓・じ
ん
臓・呼
吸
器・ぼ
う
こ
う・直
腸・

小
腸
障
害
の
１
級
ま
た
は
３
級
の
人

・免
疫・肝
臓
障
害
の
１
級
か
ら
３
級
ま
で
の
人

②
戦
傷
病
者
手
帳
を
お
持
ち
で
、次
に
該
当

す
る
人

・
両
下
肢
・
体
幹
障
害
の
特
別
項
症
か
ら
第

２
項
症
ま
で
の
人

・心
臓・じ
ん
臓・呼
吸
器・ぼ
う
こ
う・直
腸・

小
腸
・
肝
臓
障
害
の
特
別
項
症
か
ら
第
３

項
症
ま
で
の
人

③
介
護
保
険
法
第
７
条
第
３
項
に
規
定
す
る

要
介
護
者
で
、同
法
第
12
条
第
３
項
の
被

保
険
者
証
の
要
介
護
区
分
が「
５
」の
人

④
そ
の
ほ
か
、知
事
が
書
面
で
証
明
し
た
人

▼
郵
便
投
票
の
手
続
き
方
法

　

あ
ら
か
じ
め
選
挙
管
理
委
員
会
で
郵
便
投

票
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。有

重
度
の
身
体
障
害
者
の
人

は
郵
便
投
票
の
ご
利
用
を

　

投
票
日
に
次
の
よ
う
な
理
由
で
投
票
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、期
日
前
・
不
在
者
投

票
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

①
仕
事
な
ど
の
予
定

②
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
で
投
票
区
の
区
域
外
に
い
る

予
定

③
出
産
や
病
気
な
ど
で
歩
行
困
難

④
他
の
市
町
へ
転
出

※
土・日
も
投
票
で
き
ま
す
。

※
印
か
ん
は
不
要（
入
場
券
が
届
い
て
い
れ
ば

　

ご
持
参
く
だ
さ
い
）

期
日
前
投
票・不
在
者
投
票

と　き　6月25日貊～7月10日貍
            午前8時30分～午後8時

ところ　市選挙管理委員会事務局
　　　　（市役所別館1階）

期日前投票・不在者投票

7月11日㈰  午後9時10分～
シーハットおおむら（メインアリーナ）

開　票

投票日

７ 午前7時～午後8時月 日

効
期
間
が
過
ぎ
て
い
る
人
は
、早
め
に
交
付

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、郵
便
に
よ
る
投
票
を
希
望
す
る
人

は
、投
票
用
紙
な
ど
の
請
求
書
と
郵
便
投
票

証
明
書
を
添
付
し
、投
票
日
の
４
日
前
ま
で

に
選
挙
管
理
委
員
会
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
郵
便
投
票
の
代
理
投
票

　

自
分
で
文
字
を
書
く
こ
と
が
困
難
な
人

は
、代
理
投
票
で
き
ま
す
。詳
し
く
は
、選
挙

管
理
委
員
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

船
員
の「
選
挙
人
名
簿
登

録
証
明
書
」の
交
付
を
受

け
て
い
る
人
へ

　

投
票
の
際
に
は
入
場
券
と一
緒
に
必
ず「
選

挙
人
名
簿
登
録
証
明
書
」を
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。提
示
が
な
い
場
合
、投
票
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、紛
失
し
た
場
合
は
、早
め
に
選
挙
管

理
委
員
会
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
投
票
所
入
場
券
は・・・

　

6
月
24
日
頃
郵
送
し
ま
す
。な
お
、６
月

中
旬
以
降
に
市
内
で
転
居
し
た
人
は
、選
挙

人
名
簿
の
移
し
替
え
が
で
き
ま
せ
ん
。入
場

券
に
記
載
さ
れ
た
投
票
所
を
よ
く
確
か
め
て

お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
投
票
所
入
場
券
を
な
く
し
た
ら・・・

　

選
挙
当
日
、ご
自
分
の
投
票
区
の
投
票
所

で
係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。そ
の
場
で
入

場
券
を
再
発
行
し
、す
ぐ
に
投
票
で
き
ま
す
。

（
投
票
所
入
場
券
裏
面
）

期日前投票をされる人へ

大事な
投票

忘れ
ずに！

「
あ
な
た
の
一
票
大
切
に
」

第
22
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

第
22
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

あなたの一票大切に・・・

参議院議員通常選挙
あなたの一票大切に・・・

参議院議員通常選挙

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

選
挙
関
係
の

お
問
い
合
わ
せ
は…

蕁
炒
４
１
１
１（
内
線
３
４
０
）

7月11日（日）は、参議院議員通常選挙の投票日です。
投票日に仕事のある人や投票区外に出かける人等は、期日前投票等ができます。
下記の欄に記入（自署）して期日前投票所にお持ちください。

氏　名 男・女 生年月日 明治・大正・昭和・平成　　年　　月　　日

【宣誓書】私は選挙当日、下記の事由に該当する見込みであり、真実に相違ないことを誓います。

◎選挙期日までに、候補者に次のような事情が生じた場合には、当該候補者への投票は無効となります。
　なお、再度投票することはできません。

●期日前投票の期間：6月25日（金）～7月10日（土）までの16日間
●受付時間：午前8時30分から午後8時まで　　●場所：市役所別館 1階

次の１～５のいずれかに○を付し、さらに、それぞれの枠内のあてはまるものに○を付してください。
ア．仕事　　イ．学業　　ウ．地域行事の役員
エ．本人又は親族の冠婚葬祭　オ．その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　 ）

１

2

3
5

（仕事等）

（外出等）

に従事

1以外の用事又は事故のため、
に外出・旅行・滞在ア．本市以外　イ．本市内 （　　　　　 　　　　　　　　　　　　）

ア．疾病・負傷・出産・身体障害等のため歩行困難　イ．刑事施設等に収容
ア．住所移転のため、本市以外に居住中　　イ．（　　　　　）市町村に転出予定（　　月　　日）

該
当
す
る
箇
所
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

大村　太郎 22　７　11

　期日前投票をされる人は、投票所入場券裏面の「宣誓書」の記入提出が必要です。あ
らかじめ記入（自署）してご持参いただくと、投票所で記入の手間がなくなります。なお、身
体の障害などのため書くことが困難な人は、投票所でお申し出ください。

宣
誓
書
記
載
例

11 日
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